
（介護予防）小規模多機能型居宅介護サービス重要事項説明書 

 

令和８年６月１日現在 

 

第 1条（企業理念） 

  医療法人仙台医療福祉会（以下、「当事業所」とします。）は、「利用者様本位」を原則とした指

定（介護予防）小規模多機能型居宅介護サービス（以下、「サービス」とします。）の提供に努め

ます。 

 

第 2条（運営の方針） 

1． 当事業所は、地域との結びつきを重視し、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、地

域包括支援センター、保健医療サービス又は福祉サービスを行う者及び関係市町村との密接な

連携を図りつつ、ご利用者様の心身の状況、その置かれている環境及びご希望を踏まえ、家庭

的な環境と地域住民との交流の下で、ご利用者様がその有する能力に応じ、自立した日常生活

を営む事が出来る様サービスを提供するものとします。 

2． 当事業所は、ご利用者様の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する様、その目標を設定し、

計画的にサービスを提供するものとします。  

 

第 3条（事業者の概要） 

① 法人名  ： 医療法人 仙台医療福祉会 

② 法人所在 ： 仙台市太白区富沢西４丁目１３－２ 

③ 代表者名 ： 理事長 千葉 昌和 

④ 設立   ： 平成１３年１２月１８日 

⑤ 実施事業 ： 病院 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

共同生活援助 

 

第 4条（営業日及び営業時間） 

（1）サービス提供 

  ①営 業 日： ３６５日 

  ②営業時間： ２４時間 

   注１）通いサービスの提供時間は、午前 8：30時～午後 5：15時までとします。 

※ 但し、送迎サービス提供時間は、午前７:30時～午後 7:00時までとします。 

   注２）宿泊サービスの提供時間は、午後 5：15時～翌午前 8：30時までとします。 

注３）訪問サービスに関する提供時間は、午前 0：00～翌日午前 0：00までとします。 

注４）サービス提供時間は、事前に介護支援専門員により計画された居宅（介護予防）サー

ビス計画に基づくものとします。 

 



（2）サービスの内容に関する苦情、相談等の受付時間 

  ①受 付 日 ：月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

  ②受付時間 ：午前９時～午後５時 

※但し、従業員数の業務状況によっては、電話に出られない場合がございますので、予め 

ご了承下さい。 

 

第 5条（当事業所の概要） 

① 事業所名   ：やすらぎホーム柳生 

② 所在地       ：〒981-1106 宮城県仙台市太白区柳生４丁目 13番 5号 

③ 電話番号等     ：ＴＥＬ 022-395-6284   ＦＡＸ 022-395-6285 

④ 指定事業所番号   ：０４９５４００１９４ 

⑤ サービス実施地域  ：宮城県仙台市太白区、若林区、宮城野区、青葉区 

 

第 6条（当事業所の職員体制） 

職種 
資格 

常勤 非常勤 計 
備考（兼任の有無

等） 

管理者 介護福祉士 1人  人 1人 介護職員兼務 

計画作成担当者 介護支援専門員 1人  人 1人 介護職員兼務 

サービス従事者 

看護師 2人  人 2人  

准看護師 人  人 人  

介護職員 7人  人 7人  

 

第 7条（当事業所の定員及び設備の概要） 

定員 

登録定員 29名 

通いサービスの利用定員 15名／1日 

宿泊サービスの利用定員 9名／1日 

居間及び食堂 1室（48.77㎡） 

宿泊室 9室（9.31～11.17㎡）／定員 9名 

浴室 1室（一般浴） 

相談室 1室 

送迎車 3台（大型 1台小型 2台） 

 

第 8条（管理者） 

 管理者は、当事業所の従業者の管理及びサービスの利用の申込みにかかる調整、業務の実施状況

の把握その他の管理を一元的に行うものとします。また、法令等に規定されているサービスの実施

に関して遵守すべき事項についての指揮命令を行うものとします。 

 

第 9条（介護支援専門員） 

 介護支援専門員は、厚生労働大臣が定める研修を修了している者であって、ご利用者様に係る居

宅（介護予防）サービス計画及び（介護予防）小規模多機能型居宅介護計画を作成するものとしま



す。 

 

第 10条（（介護予防）小規模多機能型居宅介護従事者） 

 （介護予防）小規模多機能型居宅介護従事者は、当事業所が使用する看護師、准看護師、介護福

祉士、訪問介護員研修課程修了者等の資格を有する者その他の従業員であって、ご利用者様にサー

ビスを提供する者とします。 

 

第 11条（（介護予防）小規模多機能型居宅介護計画） 

１．介護支援専門員はご利用者様の心身の状況、ご希望、そのおかれている環境を踏まえて、サー

ビス従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成する為具体的なサービスの内容等を記載し

た（介護予防）小規模多機能型居宅介護計画書を作成します。 

２．介護支援専門員は、作成した（介護予防）小規模多機能型居宅介護計画書について、ご利用者

様又はそのご家族様に対して、その内容を説明し、ご利用者様の同意を頂くと共に、ご利用者様

に交付するものとします。 

３．介護支援専門員は、（介護予防）小規模多機能型居宅介護計画書を基本とし、ご利用者様の日々

の様態、ご希望等を勘案し、随時適切な、通いサービス、訪問サービス又は宿泊サービスを組み

合わせたサービスを提供するものとします。 

４．介護支援専門員は、（介護予防）小規模多機能型居宅介護計画書の作成後においても、常に（介

護予防）小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及びご利用者様の様態の変化等の把握を行い、

必要に応じて（介護予防）小規模多機能型居宅介護計画書の変更を行うものとします。 

 

第 12条（サービス内容） 

１．サービスは、ご利用者様の心身の状況に応じ、ご利用者様の自立の支援と日常生活の充実に資

する様、適切な技術をもって行うものとします。 

２．当事業所は、原則として、以下のサービス内容区分の中から（介護予防）小規模多機能型居宅

介護計画に基づき、サービスを提供するものとします。 

 ① 通いサービス 

    通いサービスとは、ご利用者様に当事業所に通って頂き、ご利用者様の日常生活動作能力

及び意欲向上の為に、ご利用者様と共に行う自立支援の為のサービスであって、入浴、排せ

つ、食事等の介護その日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスです。 

 

② 訪問サービス 

   訪問サービスとは、当事業所のサービス従事者がご利用者様の居宅へ訪問し、ご利用者様

の日常生活動作能力及び意欲向上の為に、ご利用者様と共に行う自立支援のためのサービス

であって、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービ

スです。 

③ 宿泊サービス 

   宿泊サービスとは、当事業所へ宿泊するご利用者様に対して行う、ご利用者様の日常生活

動作能力及び意欲向上の為に、ご利用者様と共に行う自立支援の為のサービスであって、入

浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスです。    



④ 送迎 

    送迎を必要とするご利用者様に対し、ご利用者様宅から当事業所間の送迎サービスを提供

します。送迎車両には運転手又は従業者が添乗し、必要な介助を行います。（送迎、移動、移

乗動作の介助）。なお、天候や交通事情等諸般の事情により、所定の送迎時刻と誤差が生じる

場合がありますので、予めご了承下さい。 

⑤ 相談・助言 

   ご利用者様及びご家族様の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行います。    

⑥ 行政機関への手続きの代行 

   ご利用者様が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等について、ご利用者様

又はそのご家族様が行う事が困難である場合に限り、ご利用者様の同意を得て、その手続き

をご利用者様に代わって行います。 

 

第 13条（サービス利用料金及びその他の費用） 

１． サービス利用料金は、介護保険法令に定める介護給付費（介護報酬）に準拠した次の金額

となります。 

 サービス利用料金／

１ヶ月 

利用者負担額(1 割)／

１ヶ月 

利用者負担額(2 割)

／１ヶ月 

利用者負担額(3 割)

／１ヶ月 

要支援１  ３５，６３８円  ３，５６４円  ７，１２８円 １０，６９２円 

要支援２  ７２，０２０円  ７，２０２円 １４，４０４円 ２１，６０６円 

要介護１ １０８，０３１円 １０，８０４円 ２１，６０７円 ３２，４１０円 

要介護２ １５８，７７２円 １５，８７８円 ３１，７５５円 ４７，６３２円 

要介護３ ２３０，９６８円 ２３，０９７円 ４６，１９４円 ６９，２９１円 

要介護４ ２５４，９１３円 ２５，４９２円 ５０，９８３円 ７６，４７４円 

要介護５ ２８１，０６８円 ２８，１０７円 ５６，２１４円 ８４，３２１円 

その他加算料金   

認知症加算Ⅱ ９，１９３円 ９２０円／月 １，８３９円／月 ２，７５８円／月 

認知症加算Ⅳ ４，７５１円 ４７６円／月 ９５１円／月 １，４２６円／月 

看護職員配置加算Ⅰ ９，２９６円 ９３０円／月 １，８６０円／月 ２，７９０円／月 

総合マネジメント 

体制強化加算Ⅰ 
１２，３９６円 １，２４０円／月 ２，４８０円／月 ３，７１９円／月 

サービス提供体制加算Ⅲ ３，６１５円 ３６１円／月 ７２４円／月 １，０８３円／月 

生産性向上推進体制加算

Ⅱ 
１０３円 １１円／月 ２１円／月 ３１円／月 

※ 介護職員等処遇改善加算Ⅱロあり 

     介護職員処遇改善加算Ⅱロ：所定単位数×１８．３％／月 

   所定単位数：基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数 

 

２． ご利用者様が当事業所に登録してから起算して 30 日以内の期間につきましては、初期加

算として、１日につき以下の料金を加算させて頂きます。また、30日を超える病院又は診療

所への入院後にサービスの利用を再開した場合も、同様に 30 日以内の期間につきましては、



以下の料金を加算させて頂きます。 

 

    加算料金 利用者負担額(１割) 利用者負担額(２割) 利用者負担額(３割) 

初期加算 ３１０円 ３１円／月 ６２円／月 ９３円／月 

３．ご利用者様が本サービスを月途中で開始した場合又は月途中で中止した場合の利用料金は

日割りの金額となります。 

４．公的介護保険の適用がある場合には、ご利用者様は当事業所に対して、上記サービス利用

料金から保険給付額を控除した金額（以下、｢利用者負担額｣とします。）を支払うものとし

ます。 

５．償還払いとなる場合には、サービス利用料金の全額を、当事業所にお支払い頂きます。こ   

 の場合には、後日、当事業所がご利用者様に対してお渡しする、領収証及びサービス提供証

明書を保険者（市区町村）の窓口に提示して承認された後、ご利用者様には、利用者負担額

分を除いた金額が払い戻されます。 

６．本契約の有効期間中、介護保険法その他関係法令の改正により、サービス利用料金又は利

用者負担額の改定が必要となった場合には、改定後の金額を適用するものとします。この場

合、当時業所は、法令改正後速やかにご利用者様に対し、改定の施行時期及び改定後の金額

を通知します。 

 

第 14条（キャンセル料金） 

１．ご利用者様がサービスの利用の中止（以下、「キャンセル」という。）をする際には、速や

かに当事業所まで連絡しなければならないものとします。 

２．ご利用者様のご都合により本サービスをキャンセルする場合には、本サービス実施予定時

間の 24 時間以内のキャンセルであって、食事の提供をする予定であった場合及び宿泊を利

用する予定であった場合には、その提供を受ける予定であった食事及び宿泊に要する費用の

１割をキャンセル料金として、ご利用者様にお支払い頂きます。 

  但し、ご利用者様の容態の急変など、緊急且つやむを得ない事情がある場合は、キャンセ

ル料金は頂きません。 

３．キャンセル料金は、当月のサービス利用料金の支払いに合わせてお支払頂きます。 

 

第 15条（交通費その他の費用） 

１．従業者がご利用者様を送迎する為、ご利用者様宅を訪問する際にかかる交通費は、第５条

に記載するサービス実施地域内にお住まいのご利用者様につきましては、無料となります。      

２．第５条に記載するサービス実施地域外にお住まいのご利用者様につきましては、当事業所

に対して前項に定める交通費の実費を支払うものとします。その場合の実績は、第５条に記

載するサービス実施地域を超えた地点から目的地までの区間における往復の自動車使用時

の経費[10円／km]（消費税込）、有料道路代、通行料となります。 

３．訪問サービスにおける買い物や通院・外出介助等を利用する際にかかる交通費は、原則と

してご利用者様から支払いを受ける事が出来るものとします。交通費は通院・外出介助の場

合、同乗する当事業所の従事者分を含む公共交通機関利用実費とし、片道のみのサービスの

提供であっても、往復における従業者分の交通費をご利用者様にご負担頂くものとします。



買物代行において当事業所の自動車を利用する場合は、使用時の経費（利用者宅から目的地

までの往復の経費[10円／km]。消費税込）とします。 

４．サービスの提供にあたり、以下の費用が発生した場合には、その費用をご利用者様にお支

払い頂きます。 

  ① 食事の提供に要する費用               

 

 

   

② 宿泊に要する費用 

                           

 

③ オムツ代 

その他サービス提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要とな 

  るものに係る費用であって、ご利用者様にご負担頂く事が適当であると認められる費用。 

 

第 16条（お支払い方法） 

１．当事業所は、利用実績に基づいて１ヶ月毎にサービス利用料金を請求し、ご利用者様は原

則として当事業所の指定する期日までに銀行等からのお支払い、または当事業所窓口により

支払うものとします。お振込みに手数料がかかる場合には、その手数料はご利用者様のご負

担とさせて頂きます。 

１ヶ月に満たない期間のサービス利用料金は、利用実績に基づいて計算した金額とします。 

 

第 17条（地域との連携等） 

１．当事業所は、サービスの提供にあたっては、ご利用者様、そのご家族様、地域住民の代表

者、市区町村の職員又は地域包括支援センターの職員、本サービスについて知見を有する者

等により構成される協議会（以下、「運営推進会議」とします。）を設置し、おおむね２ヶ月

に１回以上、運営推進会議に対し、通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等を報告し、

運営推進会議による評価を受けると共に、運営推進会議から必要な要望、助言等を聞く機会

を設けるものとします。 

２．当事業所は、事業の運営にあたっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協

力を行う等の地域との交流を図るものとします。 

 

第 18条（当事業所及び従業者の業務） 

 １．当事業所及びその従業者は、サービスの提供にあたってはご利用者様の生命、身体及び

財産の安全に配慮するものとします。 

 ２．当事業所は、その従業者の清潔保持及び健康状態について必要な管理に努めると共に、

感染症が発生し、又はまん延しない様に必要な措置を講ずる様、努めるものとします。 

 ３．当事業所は、ご利用者様が利用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるものとします。 

 ４．当事業所は、サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先としての主治医を確認する等、

朝食   ￥３２４／食 
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夕食   ￥５４０／食 

おやつ   ￥１０８／食 

  

１泊当たり ￥３，２４０／泊 



医師及び医療機関等への連絡体制の確保に努めるものとします。 

 ５．当事業所は、ご利用者様に対するサービスの提供内容について記録を作成するものとし

ます。また、作成したサービス実施記録及び居宅（介護予防）サービス計画書、（介護予

防）小規模多機能型居宅介護計画書は、５年間これを保存し、ご利用者様又はその連帯保

証人の請求に応じてこれを開示するものとします。 

 

第 19条（緊急時の対応） 

従業者は、サービスの提供中に、ご利用者様の病状に急変が生じた場合その他必要な場合に

は、速やかに救急隊、主治医、協力医療機関に連絡する等の必要な措置を講じると共に、当事

業所の管理者に報告するものとする。 

 

第 20条（事故発生時の対応） 

   当事業所は、ご利用者様に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、ご利用者

様がお住まいの市区町村、ご家族様、ご利用者様にかかる関係事業所等に連絡を行うと共に、

必要な措置を講じるものとします。 

   

第 21条（非常災害等対策） 

   当事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報体制を整

備し、それらを定期的に当事業所の従業員に周知すると共に、定期的に避難、救出その他必要

な訓練を行うものとします。 

 

  第 22条（その他の留意事項） 

  １．ご利用者様及びそのご家族様は、本契約で定められた業務以外の事項を従業者に依頼する

事は出来ません。 

  ２．従業者は、サービスに伴い、医療行為を行う事は出来ません。 

  ３．ご利用者様の担当となる従業者の選任及び変更は、ご利用者様に適正かつ円滑にサービス

を提供する為、当事業所が行うものとし、ご利用者様が従業者を指名する事は出来ませんの

で、予めご了承下さい。 

  ４．ご利用者様が、担当の従業者の変更を希望する場合には、業務上不適当と判断される事由

を明らかにして、事業所迄お申し出下さい。但し、業務上不適当とされる事由が無いと判断

される場合には、従業者の変更を致しかねる場合がございます。 

  ５．訪問予定時間は、交通事情等により前後する事がありますので、予めご了承下さい。 

  ６．サービス提供の際の事故及びトラブルを避ける為、次の事項にご留意下さい。 

    ① 従業者は、現金、預金通帳、キャッシュカード、印鑑、年金証書その他有価証券等は、

一切お預かりする事が出来ませんので、予めご了承下さい。現金及び貴重品は、ご利用

者様の責任で管理して頂きます。 

② ご利用者様の居宅においても、現金や貴重品は、室内に放置せず、金庫等に保管して

下さい。 

③ 従業者に対する贈り物や飲食等のご配慮は、遠慮させて頂きます。 

   



第 23条（苦情等窓口） 

   サービスに関する相談、苦情及び要望等（以下、「苦情等」とします。）については、下記の

窓口にて対応致します。苦情等については真摯に受け止め、誠意を持って問題の解決に臨み、

対応内容は、これを記録及び保存し、常に居宅サービス事業者としてサービスの質の向上に努

めるものとします。 

 

（１） サービス提供事業所苦情等窓口 

苦情受付担当者 介護支援専門員 松野 綾子 

苦情解決責任者 管理者     相原 竜二 

受付日 

受付時間 

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

午前９時～午後５時 

※但し、従業員の業務状況によっては、電話に出られない場合

がございますので、予めご了承下さい。 

電話番号  ℡０２２－３９５－６２８４ 

注）苦情対応の基本手順 

  ①苦情の受付、②苦情内容の確認、③責任者への報告、④苦情解決に向けた対応の実施、

⑤原因究明、⑥再発防止及び改善の措置、⑦苦情申し立て者に対する報告。 

 

（２） 当事業所以外の苦情等窓口 

運営主体 
受付窓口 医療法人 仙台医療福祉会 

電話番号 ０２２－３０７－３３７５ 

市区町村 

受付窓口 仙台市役所健康福祉局介護事業支援課居宅サー

ビス指導係 

電話番号 ０２２－２１４－８１９２ 

受付窓口 太白区役所 介護保険課 

電話番号 ０２２－２４７－１１１１ 

受付窓口 宮城野区役所 介護保険課 

電話番号 ０２２－２９１－１１１１ 

受付番号 青葉区役所 介護保険課 

電話番号 ０２２－２２５－７２１１ 

受付番号 若林区役所 介護保険課 

電話番号 ０２２－２８２－１１１１ 

受付窓口 
宮城県社会福祉協議会 

「福祉サービス利用に関する運営適正委員会」 

電話番号 ０２２－７１６－９６７４ 

国保連等 
受付窓口 宮城県国民健康保険団体連合会 

電話番号 ０２２－２２２－７７００ 

第三者委員会 
受付窓口 柳生南町内会会長 佐藤 真誠様 

電話番号 ０２２－２４２－５１６１ 



 

第 24条（個人情報の使用等及び秘密の保持） 

 １．当事業所及びその従業者は、ご利用者様及びそのご家族様の個人情報を、次に掲げるサービ

スの提供の為に必要な範囲内において、使用、提供又は収集（以下、「使用等」とします。）さ

せて頂くと共に、ご利用者様及びそのご家族様は、予めこれに同意するものとします。なお、

個人情報の利用目的を変更する場合には、予め通知又は公表するものとします。 

① ご利用者様にサービスを提供する為に必要な場合。 

② ご利用者様に関わる居宅（介護予防）サービス計画及び介護計画の立案、作成及び変更に

必要な場合。 

③ サービス担当者会議及び運営推進会議その他介護支援専門員及び関係サービス事業所等と 

の情報共有及び連絡調整等の為必要な場合。 

④ ご利用者様が医療サービスの利用を希望され、主治医の意見を求める必要のある場合。（予

め担当の従業者により連絡先を確認させて頂きます。） 

⑤ ご利用者様の容態の変化等に伴い、ご親族、医療機関及び行政機関等に緊急連絡を要する

場合。 

⑥ 行政機関の指導又は調査を受ける場合。 

⑦ サービスの質の向上を目的とした第三者評価機関による評価を受ける場合。 

２．当事業所は、ご利用者様及びそのご家族様の個人情報に関して、ご利用者様から開示又は訂

正の要求がある場合には、所定の方法に従い、開示又は訂正するものとします。 

 ３．当事業所及びその従業者は、サービスを提供する上で知り得たご利用者様及びそのご家族様

に関する事項を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、従業者退職後及び

本契約終了後も同様とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



当事業所は、ご利用者様又はそのご家族様に対し、本サービス重要事項説明書により重要事項、

第２４条に定める個人情報の使用等について説明し、ご利用者様及びそのご家族様はサービスの提

供開始、重要事項、個人情報の使用等について同意しました。 

 

 

 説明日      令和   年   月   日 

 

＜ ご利用者様 ＞住   所 

 

            氏   名                      印 

 

＜署名代行人＞ 住   所 

 

            氏   名                      印 

 

＜ ご家族様 ＞ 住   所 

 

            氏   名                      印 

                 （ご利用者様との続柄            ） 

  

 

 ＜医療法人 仙台医療福祉会＞ 

 

          住    所     仙台市太白区富沢西４丁目１３―２ 

          事 業 者 名      医療法人 仙台医療福祉会 

          代   表  者     理事長  千葉 昌和 

           

 

サービス提供事業所住所  仙台市太白区柳生４丁目 13-5 

          サービス提供事業所名  やすらぎホーム柳生 

                


